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STRDESIGN  V20.2 レベルアップ項目について  

以下について機能強化対応を行いました。 
 
【2025 年法改正対応】 

No 項目 詳細 

1 『早見表』を内包した

自動設計機能 

（公財）日本住宅・木材技術センターのホームページにて公開する

「令第 46 条壁量」および「令第 43 条柱の小径」に関する『早見表』

を内包した自動設計機能に対応しました。 
屋根仕様・外壁仕様などの入力条件より、『早見表』から該当する「壁

量係数」および「柱の必要小径」を引き当て、各算定に使用します。 

2 令４６条の存在壁量に

準耐力壁を考慮可能化 

令４６条の存在壁量に準耐力壁を考慮できるよう対応しました。 
但し、算入できる準耐力壁は必要壁量の 1/2 以下が条件となります。 

3 令４６条の高耐力壁を

使用可能化 

令４６条で耐力壁の壁倍率の上限を変更可能としました。 

4 許容応力度計算時の令

４６条壁量検討を不要

とする制御を追加 

許容応力度計算を行う場合、令４６条壁量の検討を不要とする制御

を追加しました。 

5 筋かいを入れた軸組の

壁倍率の見直し 

筋かいを入れた軸組の高さが一定の高さ（=3.2m）を超える場合、

所定の壁倍率が発揮できないため、通常の壁倍率に低減算定式で算

出したαhを乗じる対応を追加しました。 

 
なお、今回の機能強化については、2023 年 11 月に国土交通省 住宅局より示された「建築基

準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」に基づいております。以下に当該資料の抜粋と

今回の機能強化との関連については以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（柱の小径含む） 

・No.2 に該当 

・No.1 に該当 

・No.3 に該当 

・No.4 に該当 
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【2025 年法改正対応 No.1】 『早見表』を内包した自動設計機能 

（公財）日本住宅・木材技術センターのホームページにて公開する「令第 46 条壁量」およ

び「令第 43 条柱の小径」に関する『早見表』を内包した自動設計機能に対応しました。 
屋根仕様・外壁仕様などの入力条件より、『早見表』から該当する「壁量係数」および「柱の

必要小径」を引き当て、各算定に使用します。 
 

(1) 屋根仕様・外壁仕様の確認 
 [仕様タブ]の「屋根単位荷重」および 
 「外壁単位荷重」の「材料コード」に 
 該当するコードを割り振ります。 
 （旧データを読み込む場合、新しくデ 

ータを追加した場合） 
 
(2) 建物概要の設定 

 
[仕上げ情報]の「外壁仕上げ（標準）」および「屋根仕上げ（標準）」を設定します。 
『早見表』による自動設定を行う場合、「46 条壁量計算指定」に“1 – ４６条(2025 年)”を

選択します。また、自動設定では、[高さ関係]より各階の階高も参照します。 
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(3) 46 条壁量計算パラメータの設定 

 
「太陽光パネル設置」について有無を設定します。 
※「46 条壁量計算指定」は、「建物概要」画面の同項目と同期しています。 

 
(4) 建物規模・46 条（結果表示） 

 
(1)～(3)の設定内容より、該当する条件と一致する早見表の係数を自動設定します。 
※該当項目にマイナスがついている場合に、自動設定を行います。自動設定を行わず、入力

を確定値とする場合はプラスの値（マイナスを削除）としてください。 
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例：該当の早見表 
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【2025 年法改正対応 No.2】 令４６条の存在壁量に準耐力壁を考慮可能化 

令４６条の存在壁量に準耐力壁を考慮できるよう対応しました。 
但し、算入できる準耐力壁は必要壁量の 1/2 以下が条件となります。 

 
(1) 46 条壁量計算パラメータの設定 

 
「46 条壁量計算指定」が“1 – ４６条(2025 年)”、「準耐力壁の考慮」が“0 – 考慮する”の

場合に、令４６条の存在壁量に準耐力壁を考慮します。 
 なお、考慮前の事前チェックにおいて、各階各方向のいずれかで算入できる準耐力壁が必

要壁量の 1/2 を超える場合は、全体として準耐力壁は考慮できません。また、「準耐力壁の

考慮」を“1 – 考慮しない”に変更します。 
 
(2) 構造計算書：壁量の算定表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「存在壁量Ｌｄ」に準耐力壁量を加算した存在壁量を表示します。 
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(3) 構造計算書：耐力壁の配置と設計壁量 Ld の算定 

本項は前項の「壁量の算定表」の算定根拠で、かつ、次項の「剛心の算定」の算定根拠です。

前項は準耐力壁が算入できますが、次項の「壁のバランス」（偏心率・４分割法）は準耐力壁

の算入が不可のため、本項では準耐力壁を 含む／含まない の２種類の書式を出力します。 
 
 ・計算種別が「令４６条壁量計算」および「梁断面算定」の場合、章立てを変えて出力しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・計算種別が上記以外の場合、章立ては変わりませんが、準耐力壁を含む出力が増えます。 
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【2025 年法改正対応 No.3】 令４６条の高耐力壁を使用可能化 

令４６条で耐力壁の壁倍率の上限を変更可能としました。 
 
(1) 46 条壁量計算パラメータの設定 

 
「46 条壁量計算指定」が“1 – ４６条(2025 年)”で、「耐力壁の倍率上限」に設定した壁倍

率を令４６条壁量の上限として検討します。 
 
 ※「性能表示壁量計算パラメータ」にある【N 値算定用の壁倍率上限値】で N 値計算用の壁

倍率の上限を制御しております。N 値計算法（告示第 1460 号）をご利用の際はご注意く

ださい。 
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【2025 年法改正対応 No.4】 許容応力度計算時の令４６条壁量検討を不要とする制御 

を追加 
許容応力度計算を行う場合、令４６条壁量の検討を不要とする制御を追加しました。 

 
(1)計算内容ウィザードの設定 
 「令４６条に定める壁量の算定」チェックを外します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  計算後、計算書を出力すると、「令４６条に定める壁量の算定」が省略されます。 
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【2025 年法改正対応 No.5】 筋かいを入れた軸組の壁倍率の見直し 

筋かいを入れた軸組の高さが一定の高さ（=3.2m）を超える場合、所定の壁倍率が発揮でき

ないため、通常の壁倍率に低減算定式で算出したαhを乗じる対応を追加しました。 
算定式を以下に示します。 

 
 
 
 
 
     ※αhが 1.0 を超える場合は 1.0 とします。 
 
(1) 46 条壁量計算パラメータの設定 

 
「46 条壁量計算指定」が“1 – ４６条(2025 年)”で、「階高による筋かい倍率を低減」が 
“0－考慮する”の場合、上記算定式に従い、筋かいの壁倍率を低減します。 

 
 ※「構造計算パラメータ」にある【筋かい

有効傾斜】の「最小傾斜」および「最大

傾斜」により筋かい入力時に有効傾斜

（筋かいの高さ／長さ）のチェックを

行っています。 
対象物件の軸組高さが本件に該当する

場合は「最大傾斜」を変更していただく

ようお願いします。 
 
 
 
 
 


